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データ連携を進めるためのルールを整備 
～国土交通データプラットフォームの利用規約（案）を策定！～ 

国土交通省では、デジタルツインの実現を目指し、３次元データ視覚化機能、デ

ータハブ機能、情報発信機能を有するプラットフォームの構築を進めています。 

データ連携をさらに進めるために、データ提供者の権利を保護しながら、データ

利用を更に進めるため、国土交通データプラットフォームの利用条件などを定めた

利用規約（案）を策定しました。 

今後も更なるデータ連携の充実や改善を図るため、利用規約（案）について利用

者から幅広く意見を受け付けています。 

【国土交通データプラットフォームの概要】 

・国土交通省と民間等のデータによるデジタルツインの実現を目指す

・API を活用することでデータを最新の状態で提供

・業務の効率化やスマートシティの推進、産学官連携によるイノベーション創出

※API：サービスの機能やデータ等を他のサービス等から呼び出して利用するための接続仕様

【国土交通データプラットフォームの利用規約（案）】 

データ連携を進めるため、以下のようなサービス利用条件を定めています。 

・国土交通データプラットフォームで扱うデータは、原則として著作権のある著作物

の配布を許可するライセンスの一つである CC BY4.0に基づき利用できます。

・データ流通を促すため、データ提供者が個別に定める利活用ルールを優先します。

・データ提供者には、提供データの品質（鮮度・粒度、正確性、信頼性等）の提示を

求めます。

【利用規約（案）の意見募集について】 

・意見募集日時：2021年 1月 18日(月) まで

・意見提出方法：国土交通データプラットフォームのお問合せフォームより、ご意見

をご提出ください 

・そ の 他 ：意見募集の詳細については国土交通データプラットフォームをご覧

ください。 

問い合わせ先 
国土技術政策総合技術研究所 社会資本マネジメント研究センター 社会資本情報基盤研究室 

主任研究官 井上 直（内線 3829） 
代表：029-864-2211 直通：029-864-7412 FAX：029-864-2214 

国土交通データプラットフォーム 検索 

https://www.mlit-data.jp/platform/


国土交通データプラットフォーム利用規約 概要 （1/3）

分類 項目 主なポイント

通則

1.用語定義  利用規約で使用する用語を定義

2.目的および適用・使用言語等  サービスの目的、契約当事者、日本語が正文であること

3.規約の変更
 規約が変更されうること、規約を変更する場合は、運営管理者は利

用者に30日前までに通知すること

利用契約

4.利用契約

 利用者がサービスを利用した場合に利用規約に同意したとみなす

 クローズデータの利用者は利用登録をすること

 利用申し込みを承諾しないケース

5.利用契約上の権利義務の譲渡

等
 利用契約上の地位や権利を第三者に譲渡できないこと

6.利用者が行う契約の解除  利用者は利用契約を解除することができること

7.運営管理者が行う契約の解除  運営管理者が利用契約を解除することができる事由

本サービス

の利用条件

8.禁止事項  禁止行為（第三者の権利侵害、犯罪に結びつく行為等）

9.第三者の利用  第三者に利用させてはならない（アカウント貸与禁止）

10.情報の維持、管理等
 利用者は本サービスの利用に関し利用者において維持管理を要す

る情報等を自己の責任において管理すること

参考



分類 項目 主なポイント

本サービス

の利用条件

10.情報の維持、管理等

 アカウントまたはパスワードを第三者に開示・漏洩等したことで生じ

た結果について利用者が全責任を負うこと

 データ提供者は本サービスに提供したデータおよびデータの活用事

例を自らの責任と費用負担でバックアップすること

11.データ等の利用

 利用者は本サービスにおいて提供される情報をCC BY 4.0ライセ

ンスに従って利用できること

 データ利用の規約が別途ある場合は、前項の規定は適用されず、当

該規約が優先して適用されること

 運営管理者はコンテンツに関して保証しない

12.上位規約への同意

 データ提供者が上位規約等を定めている場合、上位規約等の内容

は本サービスに適用されること

 本規約と上位規約等に矛盾がある場合、上位規約等の規定が優先

して適用されること

13.データの提供

 データ提供者は提供データの利用規約、提供データの品質（鮮度・粒

度、正確性、信頼性等）をデータ利用者に提示すること

 データ提供者は提供データのメタデータおよびサンプルについて、

その権利を主張しないこと
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分類 項目 主なポイント

本サービス

の利用条件

13.データの提供
 データ提供者は提供データの利用規約を利用者に提示しない場合

当該提供データのCC BY4.0ライセンス基づく利用を許諾する

14.知的財産権
 知的財産権は運営管理者または運営管理者に使用を許諾している

第三者に帰属する

15.秘密保持

 秘密情報、非秘密情報を定義

 利用者は秘密情報を秘密として管理し、（１）第三者に開示または漏

洩しない、（２）利用契約上の目的以外に使用しない

提供の中断

等

16.提供の中断  サービスは点検等の事由で中断することがあること

17.提供の廃止  サービスはやむを得ず廃止することがあること

免責等 18.非保証、免責  サービスの提供に関していかなる保証も行わないこと

雑則

19.サービス運営の委託  サービスの提供に必要な業務を第三者に委託できること

20.個人情報の保護
 利用者の個人情報について別途定めるプライバシーポリシーに従っ

て取り扱うこと

21.反社会的勢力の排除  反社会的勢力の排除、反社会的行為の禁止

22.準拠法  国内法準拠

23.紛争の解決  国内裁判所管轄
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	（５） 申込者が未成年者、成年被後見人、被保佐人または民法第１７条第１項の審判を受けた被補助人のいずれかであり、申込みにつき法定代理人、後見人、保佐人または補助人の同意等を得ていないと運営管理者が合理的に判断した場合、または指定国において申込者が類似の状態にあると運営管理者が合理的に判断した場合
	（６） 申込者に対する本サービスの提供に関し、業務上または技術上の著しい困難が認められると運営管理者が合理的に判断した場合
	（７） 申込者が運営管理者の社会的信用を失墜させる態様で本サービスを利用するおそれがあると運営管理者が合理的に判断した場合
	（８） 申込者が暴力団関係者その他反社会的団体に属する者、または日本における暴力団関係者その他反社会的団体に属する者に相当する者であると運営管理者が合理的に判断した場合
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	１． 利用者は、本サービスの利用にあたって、運営管理者が発行したアカウントおよびパスワード、サーバ設備、通信設備、その他本サービスに関し利用者において維持管理を要する情報、機器、ソフトウェア、システム等につき、自己の責任において適切に管理するものとし、当該管理により生じた結果（運営管理者が発行したアカウントまたはパスワードを第三者に開示し、漏洩しまたは推知されたことにより生じた結果を含みます）につき運営管理者に対し全責任を負うものとします。
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	２． データ提供者は、提供データの品質（鮮度・粒度、正確性、信頼性等）をデータ利用者に提示するものとします。
	３． データ提供者は、本サービスにおいて提供済みの提供データのメタデータおよびサンプルについて、その権利を主張しないこととします。
	４． データ提供者は、提供データの利用規約を明示的に利用者に提示しない場合は、当該提供データのクリエイティブコモンズ表示4.0国際（CC BY4.0ライセンス）に基づく利用を許諾することとします。

	第１４条 知的財産権
	１． 本サービスを構成し、または、付属する有形および無形の構成物（ソフトウェア、データ、画像、テキスト、デモおよびユーザーマニュアル等のコンテンツ）の知的財産権は、すべて、運営管理者または運営管理者に使用もしくは利用を許諾している第三者に帰属します。
	２． 利用契約に基づく本サービスの使用または利用に係る許諾は、本規約に別途定める他、本サービスの使用または利用に必要な範囲を超えて、本サービスに関する、運営管理者または運営管理者に使用もしくは利用を許諾している者の知的財産権の利用許諾を意味しません。

	第１５条 秘密保持
	１． 「秘密情報」とは、次の各号のいずれかに該当する情報をいいます。
	（１） 本サービスの利用に際して、または、関連して、利用者が知り得た運営管理者の一切の情報
	（２） 本サービスに関連する一切の情報
	（３） その他社会通念上合理的に秘密であると利用者に認識されるべき情報
	２． 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する情報は、秘密情報にあたりません。
	（１） 開示の時点ですでに利用者が保持していた情報
	（２） 秘密情報によらず利用者が独自に生成した情報
	（３） 開示の時点で公知の情報
	（４） 開示後に利用者の責めに帰すべき事由によらずに公知となった情報
	（５） 正当な権限を有する第三者から秘密保持義務を負うことなく開示された情報
	３． 利用者は、秘密情報の全部または一部について、秘密として管理し、運営管理者の書面による承諾がある場合を除いて次の各号の義務を負います。
	（１） 第三者に開示または漏洩しない
	（２） 利用契約上の権利の行使または義務の履行以外の目的に使用または利用しない
	４． 本条の義務は、利用契約終了後も2年間は有効に存続します。


	第４章 提供の中断等
	第１６条 提供の中断
	１． 運営管理者は、次に掲げる事由がある場合は、本サービスの一部または全部の提供を中断することがあります。
	（１） サーバ設備または電気通信設備等の保守、工事、移設等のため必要である場合
	（２） 電気通信事業者等が、電気通信サービスの提供を中断した場合
	（３） 日本または日本以外の国の公権力（公的機関を含みます。以下、「公的機関等」といいます）による命令、処分、要請等があった場合
	（４） 第三者の行為（不作為を含みます）により本サービスのサーバ設備または電気通信設備等に支障が生じ、またはそのおそれがある等、運営管理者の業務の遂行に支障が生じると運営管理者が合理的に認めた場合
	２． 運営管理者は、前項に基づき本サービスの提供を中断する場合には、各利用者に対して、事前にその旨ならびに理由および期間を電子メールの送信または運営管理者が提供する本サービスのウェブサイトへの掲載により通知します。ただし、緊急を要する場合はこの限りではありません。
	３． 運営管理者は、第１項に基づき本サービスの提供を中断する場合に、当該中断により各利用者が被った損害について、賠償する責任を負いません。

	第１７条 提供の廃止
	１． 運営管理者は、やむを得ず本サービスの全部または一部を廃止することがあります。その際は、廃止する３０日前までに利用者に対し事前に電子メールの送信または運営管理者が提供する本サービスのウェブサイトへの掲載により通知を行うものとします。ただし、公的機関等による命令、処分、要請等により直ちに本サービスの利用者への提供を廃止する必要が生じたと運営管理者が合理的に判断したときは、利用者に通知を行うことなく直ちに廃止を行う場合があります。
	２． 前項に基づき本サービスの提供を廃止する場合、当該廃止により利用者が被った損害について、運営管理者は賠償する責任を負いません。


	第５章 免責等
	第１８条 非保証、免責
	１． 運営管理者は、本規約で特別に定める場合を除き、利用者への本サービスの提供に関し、明示的であるか黙示的であるかを問わず、いかなる保証（特定目的への適合性、機能および効果の有効性、サービスの品質、脅威に対する安全性、商品性、完全性、正確性、複製・移設等されたデータの同一性または整合性、第三者の権利の非侵害性、本サービスに基づき利用者に提供される機器および設備の正常な稼働、本サービスの定常的な提供等を含みますが、これらに限りません）も行わないものとします。
	２． 運営管理者は、本規約で特に定める場合を除き、利用者が本サービスの利用に関して被った損害（本サービスの利用の不能、本サービスにより提供される機器・設備・ソフトウェアの不具合・故障、本サービスの提供の遅延、利用者設置データの損壊・消失および第三者による盗用・漏洩、ウイルス・マルウェア等への感染、第三者による不正アクセス・クラッキング・セキュリティホールの悪用等による損害を含みますが、これらに限りません。以下同様とします）については、債務不履行責任、不法行為責任その他の法律上の責任（日本および日本...
	３． 前項に基づき運営管理者が賠償を支払う場合、日本円にて行うものとします。
	４． 第２項にかかわらず、運営管理者は、天災地変、戦争、暴動、内乱、その他の不可抗力、日本または日本以外の国の法令の制定・改廃、公的機関等による命令・処分・要請、インターネットの利用制限、インターネットを経由した通信の一部のフィルタリングまたは遮断、争議行為、輸送機関・通信回線の障害その他の運営管理者の責めに帰することができない事由による本サービスの全部または一部の履行遅滞または履行不能について、利用者に対して何らの責任を負わないものとします。
	５． 利用者の本サービスの利用に起因して日本または日本以外の国における第三者と運営管理者または利用者との間に発生した紛争に関しては、当該利用者が自らその責任と費用負担において解決するものとし、運営管理者は一切責任を負いません。


	第６章 雑則
	第１９条 サービス運営の委託
	運営管理者は、本サービスの提供に必要となる業務の全部または一部を第三者に委託できるものとします。この場合、運営管理者は、本規約に定める運営管理者の義務と同等の義務を受託者に負わせるものとします。

	第２０条 個人情報の保護
	運営管理者は、利用者の個人情報を、運営管理者が提供するウェブサイトにおいて定める「プライバシーポリシー」に基づき、適切に取り扱うものとします。

	第２１条 反社会的勢力の排除
	１． 利用者は、運営管理者に対し、次の各号の事項を確約するものとします。
	（１） 自らが、暴力団、暴力団関係企業、総会屋もしくはこれらに準ずる者またはその構成員（以下、総称して「反社会的勢力」といいます）ではないこと。
	（２） 自らの役員（業務を執行する社員、取締役、執行役またはこれらに準ずる者をいいます）が反社会的勢力ではないこと。
	（３） 反社会的勢力に自己の名義を利用させ、利用契約を締結するものでないこと。
	（４） 自らまたは第三者を利用して、利用契約に関して次の行為をしないこと。
	i． 運営管理者に対し脅迫的な言動または暴力を用いる行為
	ii． 偽計または威力を用いて運営管理者の業務を妨害し、または信用を毀損する行為
	２． 運営管理者は、利用者が次のいずれかに該当した場合には、何らの催告を要せずして、利用契約の全部または一部を解除することができる。
	i． 前項（１）または前項（２）の確約に反することが判明した場合
	ii． 前項（３）の確約に反し契約をしたことが判明した場合
	iii． 前項（４）の確約に反した行為をした場合
	３． 第２項の規定により利用契約が解除された場合には、利用者は、解除により生じる損害について、運営管理者に対し、何ら請求を行うことができないものとします。

	第２２条 準拠法
	この契約は、日本国の法令に準拠するものとします。

	第２３条 紛争の解決
	１． 利用契約に関して、運営管理者および利用者間で意見または認識の食い違いその他の紛争が発生した場合には、当事者間で誠実に協議し、その解決に努めるものとします。
	２． 第１項にかかわらず、協議により紛争を解決することができない場合には、民事訴訟法（明治２３年法律第２９号）に基づく訴えの提起または民事調停法（昭和２６年法律第２２２号）に基づく調停の申立てを行うことができます。
	３． 運営管理者および利用者は、利用契約に起因し、または利用契約に関連する一切の紛争について、運営管理者の所在地を管轄する裁判所（本規定の制定日において東京地方裁判所）を第一審の専属的合意管轄裁判所とすることに合意します。


	附則
	第１条 適用開始
	本規約は、●●●●年●月●●日より適用されます。






